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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
お
い
て
は
、
保
護
者
の
な
い
児
童
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍

の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
相
談
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
児
童
相
談
所
に
対
す
る

通
告
等
を
経
て
、
都
道
府
県
等
が
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
等
に

入
所
さ
せ
る
な
ど
の
措
置
を
採
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
入
所
し
た
児
童
は
、
同
施
設
に
お
い
て
保
護
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。 

児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
に
関
し
て
は
、
国
籍
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
所
措
置
を
採
っ
た
都
道
府
県

等
が
、
児
童
福
祉
法
第
五
十
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
の
入
所
後
の
保
護
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
を
行
っ
て
お 

 

り
、
当
該
費
用
に
は
、
児
童
が
、
義
務
教
育
終
了
後
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
の
高
等
課
程
又
は
各
種
学
校
等
に
入
学
し
た
場
合
に
お
い
て
卒
業
ま
で
の
間
（
た
だ

衆
議
院
議
員
石
井
啓
一
君
提
出
児
童
養
護
施
設
に
入
園
し
て
い
る
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
外
国
籍
・
無
国
籍
の 

児
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す
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四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

ま
た
、
高
等
専
門
学
校
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
同
法
第
七
十
条
の
五
に
、
専
修
学
校
の
高
等
課
程
の
入
学
資
格
に
つ
い

て
は
同
法
第
八
十
二
条
の
三
第
二
項
に
、
そ
れ
ぞ
れ
高
等
学
校
の
入
学
資
格
と
同
様
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

高
等
学
校
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
第
四
十
七
条
に
、
「
中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業 

し
た
者
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
も
、
高

等
学
校
の
入
学
資
格
を
有
す
る
。 

し
、
高
等
専
門
学
校
に
入
学
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
入
学
時
か
ら
三
年
間
）
に
必
要
な
授
業
料
、
学
用
品
の
購
入
費
等
が

含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
各
種
学
校
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、
各
種
学
校
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
）
第
六
条
に
よ

り
、
各
学
校
が
、
課
程
に
応
じ
、
一
定
の
入
学
資
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
児
童
に
は
、
当
該
児
童
に
対
す
る
上
陸
許
可
若
し
く
は
当
該
児

二 

 



 

五
に
つ
い
て 

日
本
国
へ
の
帰
化
に
関
し
て
は
、
国
籍
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
に
、
引
き
続
き
五
年
以
上
日

本
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
、
二
十
歳
以
上
で
本
国
法
に
よ
っ
て
能
力
を
有
す
る
こ
と
等
、
そ
の
一
般
的
な
条
件
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
特
に
、
無
国
籍
の
児
童
の
日
本
国
へ
の
帰
化
に
関
し
て
は
、
日
本
で
生
ま
れ
、
か
つ
、
出
生
の
時
か
ら
引
き
続
き

童
の
取
得
に
係
る
在
留
資
格
又
は
そ
れ
ら
の
変
更
に
係
る
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
の
二
）
と
、
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
と
が
考
え
ら
れ

る
。 ま

た
、
当
該
児
童
が
退
所
後
も
引
き
続
き
日
本
で
の
生
活
を
望
む
場
合
で
あ
っ
て
も
、
退
所
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
法
的
地

位
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
在
留
資
格
を
有
し
て
い
な
い
児
童
が
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
と
な
る
た
め
に

は
、
在
留
資
格
を
取
得
（
同
法
第
二
十
二
条
の
二
）
し
、
又
は
在
留
特
別
許
可
（
同
法
第
五
十
条
及
び
第
六
十
一
条
の
二
の

八
）
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
児
童
が
退
所
後
日
本
国
籍
の
取
得
を
希
求
す
る
場
合
に
は
、
一

般
的
に
は
帰
化
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。 

三 

 



 

 

四 

三
年
以
上
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
右
条
件
の
う
ち
、
能
力
条
件
（
同
条
第
一
項
第
二
号
）
及
び
生
計
条
件

（
同
項
第
四
号
）
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
、
か
つ
、
住
所
条
件
（
同
項
第
一
号
）
も
緩
和
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
八
条
第
四

号
）
。 な

お
、
父
母
の
婚
姻
及
び
そ
の
認
知
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
し
た
二
十
歳
未
満
の
子
で
、
そ
の
父
又
は
母
が
日

本
国
民
で
あ
る
こ
と
等
同
法
第
三
条
に
定
め
る
要
件
を
備
え
る
も
の
は
、
届
出
に
よ
り
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 


